
福運整第６９２号の２

平成３０年１１月９日

福島県内自動車運送事業者各位

東北運輸局福島運輸支局長

（公印省略）

バス運転者の意識喪失による事故の発生を踏まえた健康管理の再徹底について

標記について、東北運輸局自動車技術安全部長から別添のとおり通達がありましたの

で、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」等による運転者に対する健康管理

を、運転者毎の状況に応じて適切に行われるようお願いします。

【参考】（国土交通省ホームページ掲載先）

・事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03analysis/resourse/data/h26_3.pdf

・事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアルの概要

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03analysis/resourse/data/h26_1.pdf








